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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気化されるべき液体を収容するリザーバ（４、２７）であって、前記気化されるべき液
体内に浸漬された第１端部及び当該リザーバ（４、２７）の外部にある第２端部を備えた
芯材（６、２９）を有するリザーバ（４、２７）と、
　触媒式燃焼区域及び気化区域を備えた拡散ヘッド（２）と、
　を具備する、揮発性材料の放出を可能にする触媒式燃焼により物質を拡散させる拡散器
において、
　前記拡散ヘッド（２）が前記芯材の前記第２端部に対して着脱自在に組み合わされると
共に、
　前記拡散ヘッド（２）が、該拡散ヘッドの点火炎の強度を調整する調整可能な火炎減少
器（２１，４０）を備えることを特徴とする拡散器。
【請求項２】
　前記芯材（６，２９）を前記リザーバに固定し維持するのに配置されるシール（５，５
ａ，５ｂ）によって形成される閉塞要素を更に具備していることを特徴とする請求項１に
記載の拡散器。
【請求項３】
　前記リザーバ（４、２７）と前記閉塞要素と前記芯材（６、２９）とが、密封された詰
め替え品（３ａ、３ｂ）を構成すべく組立てられていることを特徴とする請求項２に記載
の拡散器。
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【請求項４】
　前記拡散ヘッド（２）が保護ハウジング（１）により少なくとも部分的に、前記芯材（
６、２９）の前記第２端部に対して近接して又は該第２端部上に維持され、前記ハウジン
グが前記詰め替え品（３ａ、３ｂ）を収容する本体（１ａ）を具備することを特徴とする
請求項３に記載の拡散器。
【請求項５】
　前記ハウジング（１）が、前記拡散ヘッド（２）を着脱自在に保持する支持要素（１ｂ
）を具備することを特徴とする請求項４に記載の拡散器。
【請求項６】
　前記支持要素（１ｂ）が、前記芯材（６、２９）を通過させる貫通孔（１０ａ）を具備
することを特徴とする請求項５に記載の拡散器。
【請求項７】
　前記支持要素（１ｂ）及び前記本体（１ａ）とが一体に形成されていることを特徴とす
る請求項５又は６に記載の拡散器。
【請求項８】
　前記本体（１ａ）が、その底部において、前記リザーバ（４、２７）の挿入を可能にす
る開口（１６）を備えることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか一項に記載の拡散器
。
【請求項９】
　前記本体（１ａ）が、その頂部において、前記リザーバ（４、２７）の挿入を可能にす
る開口（１３ｃ）を備えることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか一項に記載の拡散
器。
【請求項１０】
　前記芯材（６、２９）の少なくとも前記第２端部が、該芯材（６、２９）を補強する手
段を備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載の拡散器。
【請求項１１】
　当該拡散器が、外側の有孔要素（４４）に関して内側の有孔要素（４３）を回転するこ
とにより閉塞され得る貫通孔を有する有孔カバー（４２）を具備することを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか一項に記載の拡散器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、触媒燃焼式拡散器の分野に関する。
　より詳細には本発明は、空気中における特に香料若しくは香水、更には殺虫剤の拡散に
適用される触媒式燃焼により物質を拡散する拡散器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術、特に特許文献１は既に、香り付き燃料を収容する本体の吐出口部上に配設さ
れた触媒式拡散ヘッドを備えた拡散器を開示している。芯材の第１端部は拡散ヘッドに対
して接続され、且つ、その第２端部は本体内に収容された香り付き燃料内に浸漬される。
燃料は、芯材内を毛管現象により上昇し、孔性材料から形成された拡散ヘッドに浸み込む
。拡散ヘッドにおける点火は、該拡散ヘッドに浸み込んだ香り付き燃料に点火する外部火
炎により開始される。点火段階は、拡散ヘッド上の火炎の存在に対応する。火炎が一旦消
されたなら、香水拡散器の機能は、拡散ヘッドの燃焼区域により引き起こされる触媒式燃
焼により提供される。これが行われる理由は、これらの拡散器の拡散ヘッドの触媒式燃焼
区域が一定量の例えば白金などの触媒を収容しているからである。火炎なしでの香り付き
燃料の燃焼は触媒材料により行われ、この触媒式燃焼により発せられる熱によって、拡散
ヘッドの気化区域であって触媒材料を欠くという気化区域における揮発による香水の拡散
が可能となる。燃焼により本体内の燃料は減少されることから、本体内の負圧を回避する
ことで拡散ヘッドに対する香り付き燃料の供給が不十分となることを回避するために、本
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体内に空気取入口を配備することが必要である。しかも、先行技術に係るこの拡散器を再
充填するには、リザーバを満たすべく、拡散ヘッドと、該ヘッドが接続された芯材とを取
り外す必要がある。この操作はユーザに対して火傷の恐れを呈する、と言うのも、拡散ヘ
ッドは消火の後でさえも長時間に亘り高温のままだからである。
【０００３】
　拡散器の充填を促進するために、先行技術、特に特許文献２は、２つの開口を有するリ
ザーバを備える拡散器を開示している。第１開口によって拡散ヘッドに接続された芯材の
通過が可能となり、且つ、第２開口によって拡散器の充填が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】仏国特許発明第２５３０１４４号明細書
【特許文献２】欧州特許第１６３７１６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし先行技術の拡散器のリザーバが完全に空ではないとき、香料を変更すると、ユー
ザに対しては非常な問題が生じる。これが何故かと言えば、新たな香り付き燃料による一
切の充填に先立ちリザーバを排液しても、各香料の混合に関連する一切の不都合を防止す
るには不十分だからである。使用される芯材は同一なので、それは古い香り付き燃料が浸
み込んだままであり、各香料が混合する部位を構成し、古い香料が希釈されるまでは混合
物の拡散を引き起こす。
【０００６】
　先行技術に係る拡散器はまた、比較的に短い寿命を有すると共に、経時的には、長期に
亘る芯材の炭化に関する種々の機能的問題がある。
【０００７】
　更に、新たな燃料で再充填する場合、ユーザが不適切な燃料を使用することもあり、拡
散器の可能的な故障若しくは劣化の原因となる。
【０００８】
　これに加え、先行技術の拡散器の充填は、それ自体が危ない操作である、と言うのも、
燃料は引火性であることから、接触により火災、爆発、又は火傷の原因となり得るからで
ある。これに加え、気化されるべき化学製品と皮膚が直接的に接触すると、ユーザに対す
る潜在的障害が引き起こされる。最後に、香り付き燃料が、該燃料に対して設計された拡
散器の外部に載置され得るという事実によれば、換言すると、燃料に手が届くことによれ
ば、偶発的な摂取の恐れがある。
【０００９】
　また先行技術に係る拡散器は、多くの火災の原因となる。これが何故かと言えば、機能
している拡散器を転倒しただけで又は衝撃を加えただけで燃料が流出し、燃焼している拡
散ヘッドにより点火され得るからである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、気化されるべき液体を収容するリザーバであって、前記気化されるべき液体
内に浸漬された第１端部及び該リザーバの外部にある第２端部を備えた芯材を有するリザ
ーバを具備する、揮発性材料の放出を可能にする触媒式燃焼により物質を拡散させる拡散
器であって、触媒式燃焼区域及び気化区域から成る拡散ヘッドを更に具備する拡散器にお
いて、前記拡散ヘッドは前記芯材の前記第２端部に対して着脱自在に組み合わされるとい
う拡散器を提案することにより、前記先行技術のこれらの欠点を克服することを意図する
。
【００１１】
　好適には、前記芯材は前記リザーバに対する閉塞要素により該リザーバに対して固定し
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て維持されることから、前記芯材は前記リザーバと単一片であり、且つ、気化されるべき
前記液体には手が届かない。故にこの組立体は、ユーザに対する火傷を引き起こす火炎の
恐れを呈さない。
【００１２】
　これに加え、前記芯材の少なくとも前記第２端部は、該芯材が前記拡散器の前記拡散ヘ
ッドに容易に挿入されるように該芯材を補強する手段を備える。
【００１３】
　好適には、前記リザーバ、前記閉塞要素、前記芯材、及び、該芯材を補強する前記手段
は、詰め替え品を構成すべく組立てられる。故に、前記拡散器が詰め替えられるべきとき
、ユーザは燃料に対してもはや直接接触を行わず、単に前記詰め替え品を交換するだけで
ある。この詰め替え品によれば、危険性なしで前記拡散器が迅速に充填され得る。
【００１４】
　本発明の別実施例によれば、前記拡散ヘッドはハウジングにより少なくとも部分的に、
前記芯材の前記第２端部に対して近接して又は該第２端部上に保持される。好適には前記
ハウジングは、前記リザーバを一切の衝撃から保護する保護ハウジングである。
【００１５】
　好適には前記ハウジングは、前記拡散ヘッドを着脱自在に保持する支持要素を具備する
。その場合、前記拡散器の残部を維持しながら、前記拡散ヘッドは交換され得る。前記支
持要素は、前記芯材を通過させる貫通孔を具備する。この貫通孔は、前記詰め替え品が挿
入されるときに前記拡散ヘッドと前記芯材の頂端部との間の直接接触を提供し、拡散を向
上させる。
【００１６】
　本発明の変更例によれば、前記ハウジングは、前記詰め替え品を収容することが意図さ
れた本体を具備し、前記支持要素及び前記本体は一体に形成されている。前記本体は、そ
の底部において、前記リザーバの挿入を可能にする開口を備える。
【００１７】
　別の変更例によれば、前記本体は、その頂部において、前記リザーバの挿入を可能にす
る開口を備える。
【００１８】
　好適には、前記拡散器は、外側の有孔要素に関して内側の有孔要素を回転することによ
り閉塞され得る貫通孔を有する有孔カバーを具備する。前記拡散ヘッドは、該拡散ヘッド
の点火炎の強度を調整する調節可能な火炎減少器を備え得る。
【００１９】
　更に、前記詰め替え品は、使用されないで格納されている状態にある場合には、前記液
体が気化されることを防止すべく前記芯材の少なくとも前記第２端部を覆うストッパを備
える。
【００２０】
　本発明は、説明目的のためにのみ以下に与えられる添付図面を参照した本発明の実施例
の説明の助力により、より良く理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】拡散器の第１実施形態の垂直断面図である。
【図２】拡散器の第１実施形態における詰め替え品の垂直断面図である。
【図３】拡散器の第１実施形態におけるリザーバを閉塞する手段の第１変更例の垂直断面
図である。
【図４】拡散器の第１実施形態におけるリザーバを閉塞する手段の第２変更例の垂直断面
図である。
【図５】本発明に係る拡散器の芯材の第１実施形態の垂直断面図である。
【図６】本発明に係る拡散器の芯材の第２実施形態の垂直断面図である。
【図７Ａ】拡散器の第１実施形態の第１変更例の分解垂直断面図である。
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【図７Ｂ】拡散器の第１実施形態におけるカバーの変更例を示す図である。
【図８】拡散器の第１実施形態の第１変更例の垂直断面図である。
【図９】拡散器の第１実施形態の第２変更例の分解垂直断面図である。
【図１０】拡散器の第１実施形態の第２変更例の垂直断面図である。
【図１１】拡散器の第１実施形態における拡散ヘッドの支持要素の垂直断面図である。
【図１２】拡散器の第１実施形態における拡散ヘッドの支持要素の平面図である。
【図１３】拡散器の第１実施形態における火炎減少器を備えた拡散ヘッドの分解図である
。
【図１４】拡散器の第１実施形態における火炎減少器を備えた拡散ヘッドの垂直斜視断面
図である。
【図１５Ａ】拡散器の第１実施形態の頂部の分解断面図である。
【図１５Ｂ】拡散器の第１実施形態の頂部の断面図である。
【図１６】カバーを備えた拡散器の分解前面図である。
【図１７】有孔取付け部材を備えた拡散器の分解前面図である。
【図１８】拡散器の第２実施形態の詰め替え品の垂直断面図である。
【図１９】拡散器の第２実施形態の分解図である。
【図２０】拡散器の第２実施形態の頂部の垂直断面図である。
【図２１】詰め替え品を外した拡散器の第２実施形態の頂部の垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下において拡散器の記述は、拡散ヘッドを頂部位置とした垂直な非作動若しくは作動
位置における配向に関して行われる。
【００２３】
　本発明に係る拡散器は、拡散ヘッド２及び詰め替え品３に対するハウジング１から成る
（図１参照）。このハウジング１は、拡散ヘッド２及び詰め替え品３の両者を支持するこ
とで、それらを相互に接近させて保持する。上記ハウジング１は、本体１ａと、拡散ヘッ
ド２に対して直接的に接触し基部と称される支持要素１ｂとで構成される。
【００２４】
　第１実施形態によれば詰め替え品３（図２）は、リザーバ４、該リザーバを閉塞すべく
シール５により形成される手段、芯材６、及び、格納ストッパ７の４個の要素から成る。
【００２５】
　ストッパ７は、一切の使用の前に、特に詰め替え品３ａの保存の間において、該詰め替
え品３ａの頂部、特に芯材６を保護する。ストッパ７はリザーバ４の吐出口部８に対し、
螺着若しくは掛止手段７ａ及び８ｂにより固定される。
【００２６】
　リザーバ４は、異なる形状を有する異なる容量で利用可能である。該リザーバを設計す
る材料は、使用される香り付き燃料に対して化学的に不活性である任意の種類の材料であ
って、衝撃に耐えることにより上記拡散器の落下若しくは衝撃に伴うリザーバ４上の上記
シールの一切の破損を回避するという任意の種類の材料に対応する。選択される材料はま
た、拡散ヘッド２からリザーバ４に対して熱伝導により伝えられる最高の熱である約６０
℃の温度に対する耐性も提供する。上記リザーバは好適には、ＰＥＴ若しくはアルミニウ
ムから成る。
【００２７】
　シール５は二重の用途を有しており、それは、香り付き燃料をリザーバ４内に密封して
局限することにより詰め替え品３ａの液密性を確実とし、且つ、芯材６をリザーバ４の吐
出口部８に固定して維持することにより該芯材に対する支持要素の役割を果たしている。
シール５は、吐出口部８の形状を採用して、該吐出口部に挿入される。シール５は、使用
される香り付き燃料に対して化学的に不活性であり且つ火炎に耐える材料から設計される
。
【００２８】
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　図３に示されたシール５の第１変更例によれば、シール５ａは約１ｍｍの高さを備えた
直径Ｄ２のショルダ９を有する。ショルダ９は吐出口部８に当接することから、シール５
ａが装着されたときに該シールがリザーバ４内へと押圧されることを防止する。
【００２９】
　シール５ａの直径Ｄ１は、吐出口部８に挿入されるべき該シール５ａの部分の直径に対
応する。この直径Ｄ１は、それが吐出口部８に対して圧力嵌めされるように、該吐出口部
８の内径に従い決定される。
【００３０】
　シール５ａの高さＨ１は、該シール５ａの液密性と芯材６の保持とを確実とするに十分
なものである。シール５ａは、自身を貫通する２つの垂直な貫通孔１０ａ及び１１を有し
ている。第１の貫通孔１０ａは、シール５ａを貫通通過する芯材６の直径に対して決定さ
れた直径Ｄ３を有することから、固定は堅固であり且つ不浸透性である。第２の貫通孔１
１は、上記拡散器の正しい機能に必要な空気取入口に対応する。第２の貫通孔１１の直径
は、約０．５～１ｍｍである。この第１実施形態のシール５ａにおいて、拡散ヘッド２に
対する支持部、すなわち基部１ｂは、シール５ａの表面に配置される。
【００３１】
　図４に示されたシール５の第２変更例によれば、内側裾部を備えた基部が、特に貫通孔
１０ｂの直径Ｄ４の部分に少なくとも部分的に進入することによりシール５ｂと協働する
ように、該シール５ｂは、高さＨ２及び直径Ｄ４に亘り当該貫通孔の頂部にて拡開された
貫通孔１０ｂを有している。リザーバ４の吐出口部８は、シール５ｂが吐出口部８内に一
旦挿入されたならば引抜くことを困難とするために該シール５ｂのショルダ９を覆うリン
グ８ａを備え得る。
【００３２】
　シール５、５ａ、５ｂの貫通孔１１及び芯材６の端部は、上記リザーバの内部体積と外
部との間の流体連通手段を構成することで、詰め替え品３ａが使用されるときに燃料の揮
発を促進する。上記リザーバの頂部に対してストッパ７を固定すると、詰め替え品３ａが
保存されるときに該詰め替え品の全体的な液密性を実現することが可能となり、該ストッ
パ７は詰め替え品３ａをハウジング１に嵌合し得るべく取り外される。
【００３３】
　詰め替え品３ａの別の変更例において、上記リザーバの空気取入口は、シール５、５ａ
、５ｂにおける貫通孔１１によるのではなく、リザーバ４の壁部に載置された（不図示の
）貫通孔により達成され得る。
【００３４】
　本発明に係るリザーバ４の芯材６は、該リザーバ４、シール５、５ａ、５ｂ及び芯材６
から成る組立体が詰め替え品３ａを構成し得る密封された組立体を形成するように、該リ
ザーバ４に対して固定される。
【００３５】
　芯材６を作製するために使用される材料は、毛管現象により香り付き燃料を吸収して移
送する良好な特性を有する。
【００３６】
　芯材６は、シール５、５ａ、５ｂによるリザーバ４に対する該芯材の固定と、拡散ヘッ
ド２に対して香り付き燃料を供給するために該拡散ヘッドにおける該芯材の装着とを促進
すべく、少なくとも、シール５、５ａ、５ｂに含まれる部分と、上記詰め替え品の外部と
なる該芯材の端部とにおいて、堅固な構造を形成する。
【００３７】
　図５に示された芯材６の実施例は、該芯材６を補強する手段であってこの実施例による
とセラミック・スリーブ６ｂにより形成されるという手段内へと押圧される織物芯材６ａ
から成る。高さＨ３のスリーブ６ｂは、シール５を貫通通過してリザーバ４の外部にある
ことが意図される織物芯材６ａの端部を囲繞する。
【００３８】
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　スリーブ６ｂの管材の高さＨ３は、密封封止を可能にするシール５若しくは同等物の高
さだけでなく、拡散ヘッド２の位置決めのために必要とされる上記管材の出現高さ、及び
、必要とされる香り付き燃料の供給に対する調整レベルにも従って決定される。リザーバ
４の外部に載置された織物芯材６ａの端部を囲繞するセラミック・スリーブ６ｂによって
、拡散ヘッド２において毛管現象により移動する香り付き燃料の量の調整が可能となる。
【００３９】
　これが何故かと言えば、セラミック・スリーブ６ｂを使用することによって、減少直径
Ｄ７の織物芯材６ａの使用が可能となると共に、これに対応して吸収能力が減少するから
である。
【００４０】
　織物芯材６ａの直径Ｄ７及びセラミック・スリーブ６ｂの内径Ｄ６は、所望の拡散と、
使用される拡散ヘッド２の寸法とに従い決定される。セラミック・スリーブ６ｂの外径Ｄ
５は、厚みＥ１に依存することから、該スリーブ６ｂの良好な機械的強度のために必要と
されて使用される材料に依存する。外径Ｄ５はシール５の貫通孔１０の直径Ｄ３と直接的
に関係しており、図５を参照されたい。
【００４１】
　セラミック・スリーブ６ｂ用に使用されるセラミックは、香り付き燃料を芯材６から拡
散ヘッド２へと移送するに十分な多孔性及び吸収能力を有し、カオリナイト、ステアタイ
ト又はコーディエライトの如き孔性材料である。
【００４２】
　芯材６を補強する上記手段は図６に示されたセラミック管材６ｃとされ得、該管材６ｃ
は、拡散ヘッド２に対する香り付き燃料の移送が織物芯材６ａと該セラミック管材６ｃと
の両者により確実とされるように、両端部にて開放されている。この差違は拡散ヘッド２
の機能に関して何らの実質的な影響を有さない、と言うのも、セラミック管材６ｃは主と
して、織物芯材６ａをシール５内に且つ拡散ヘッド２を芯材６ａ上に位置決めする役割を
果たすからである。
【００４３】
　セラミック管材６ｃは、熱応力及び機械的応力を満足するに必要な特性を有する非孔性
材料により作製され得る。これらの条件下で、拡散ヘッド２に対して香り付き燃料の移動
を実現するのは織物芯材６ａであり、且つ、移送損失の制限、並びに、芯材６に対する拡
散ヘッド２の装着は、使用されるセラミック管材６ｃの形状に依存する。
【００４４】
　本発明によって、（不図示の）孔性セラミックで全体的に作成された芯材６の使用が可
能となる。
【００４５】
　詰め替え品３ａは拡散ヘッド２を備えたハウジング１内に配置され、このハウジング１
は、触媒式香水拡散器の組立てを可能にする装飾的な本体１ａ及び基部１ｂを有する。本
体１ａ内への詰め替え品３ａの導入は、２つのよう式に従い企図され得る。
【００４６】
　図７Ａ及び図８に示されたハウジング１の第１変更例において、詰め替え品３ａは本体
１３の頂部を通して導入される。本体１３は底部１３ａ及び側壁１３ｂを備え、該側壁の
頂縁部は、本体１３内への詰め替え品３ａの導入を可能にすることが意図される開口１３
ｃを画成する。詰め替え品３ａの導入の後、開口１３ｃは部分的にカバー１２により閉塞
される。カバー１２はその中央に、詰め替え品３ａの吐出口部８の通過を可能にする貫通
孔１２ａを有する。上記拡散器の基部１ｂは、吐出口部８を覆い隠すべく該吐出口部８上
に部分的に着座され、且つ、カバー１２における貫通孔１２ａの縁部に部分的に着座させ
られる。
【００４７】
　カバー１２は、壁部同士を当接させて基部１ｂに装着されるか、又は、例えば螺着若し
くは掛止手段又は突起部の如き任意の固定手段により該基部に対して固定され得る。
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【００４８】
　別体的な蓋体１２及び基部１ｂを配備することを回避するために、これらの２つの部材
を、カバー１２ｂを形成する単一の部材で作製することが可能である（図７Ｂを参照）。
【００４９】
　カバー１２ｂ及び基部１ｂに対する設計材料は、香り付き燃料の蒸気に関する酸化、並
びに、熱に対して耐えるべきであり、特にこれらの２つの構成要素は火炎に耐えねばなら
ない。
【００５０】
　ハウジング１の第２変更例は、図９及び図１０に示されると共に、本体１４の底部を貫
通して詰め替え品３ａを導入することを可能とする。本体１４は側壁１４ｂを有し、その
頂縁部は頂部開口１５を画成する。側壁１４ｂの頂部の自由縁部は、上記拡散器の基部１
ｂを支持することが意図される径方向膨張部１４ｃを備えている。本体１４は、側壁１４
ｂの自由縁部により輪郭形成された底部開口１６であって、詰め替え品３ａがハウジング
１内に挿入されるときに該詰め替え品の通過を可能にすることを意図する底部開口１６を
備えている。
【００５１】
　詰め替え品３ａの挿入の後で本体１４における開口１６を閉塞するために、取外し可能
なベースプレート１４ａが配備される。ベースプレート１４ａは、壁部同士を当接させて
本体１４に装着されるか、又は、例えば螺着若しくは掛止手段又は突起部の如き任意の固
定手段により該本体に対して固定され得る。
【００５２】
　頂部開口１５によって、詰め替え品３ａの吐出口部８の通過が可能となる。基部１ｂは
、吐出口部８上に部分的に、且つ、本体１４の径方向膨張部１４ｃの自由縁部上に部分的
に着座する。
【００５３】
　上記拡散器の本体１ａ、１３ａ及び１４の設計材料の選択肢は非常に広範囲である、と
言うのも、香り付き燃料との接触が無く、該本体は非常に僅かな熱応力のみに遭遇するか
らである。
【００５４】
　図１１及び図１２に示された基部１ｂはその頂面上に、直径が約１ｍｍである非常に小
径の第１孔１７であって、シール５における貫通孔１１に臨むべく配置されることでリザ
ーバ４の内部体積と外部雰囲気との間の流体連通を確実とすることが意図された第１孔１
７を有している。これが何故かと言えば、この孔１７が無いと、基部１ｂの壁部がシール
５における貫通孔１１を閉塞するからである。第２開口１８によって、基部１ｂを通る芯
材６の通過と、拡散ヘッド２の固定とが可能となる。シール５、５ａ又は５ｂに貫通孔１
１が無ければ、孔１７が不要なことは理解される。
【００５５】
　基部１ｂ上に設けられたショルダ１９は、上記拡散器の本体１ａ、１３ａ若しくは１４
における開口の隠蔽、及び、有孔取付け部材２０の固定の両方の役割を果たす（図１７を
参照）。基部１ｂ上に有孔取付け部材２０を付加すると、上記拡散器が転倒した場合、高
温の拡散ヘッドが、熱に敏感な外部材料に接触することが防止される。
【００５６】
　空気取入れの孔は、詰め替え品３ａ上における空気取入れの位置に依存し、上記拡散器
の基部１ｂ、又は、本体１ａ、１３ａ若しくは１４の他の部分に配備され得る。基部１ｂ
はその頂部にて全体的に開放されることで、詰め替え品３ａの吐出口部８の頂面を視認可
能とし得る。
【００５７】
　上記拡散器が上記記述に従い一旦組み付けられたなら、拡散ヘッド２を芯材６上に配置
するだけで十分である。
【００５８】
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　煙の放出を防止するためには、一旦装着されたならば拡散ヘッド２は芯材６に接触しな
いように配置するだけで十分である。加熱系統により伝達される拡散ヘッド２の熱は、芯
材６から該拡散ヘッド２への香り付き燃料の揮発にとって十分である。高温の触媒材料と
接触する香り付き燃料の蒸気は、消費されて触媒式燃焼を開始させる。
【００５９】
　拡散ヘッド２上には火炎減少器２１が配備されることで、点火炎の制御が可能となる（
図１３及び図１４を参照）。火炎減少器２１は、拡散ヘッド２に対して固定され得るか又
は拡散ヘッド２と共に単一片の組立体を形成し得る独立的構造を構成する。
【００６０】
　火炎減少器２１は拡散ヘッド２を囲繞し、複数の孔６が貫通する管材で構成される（図
１３及び図１４を参照）。孔６の存在は、拡散ヘッド２に対して空気取入口を制御するこ
とにより点火炎に作用する一方、拡散ヘッド２の全ての領域に亘る香り付き燃料の良好な
燃焼及び拡散を可能にする。
【００６１】
　この形式の拡散器に対しては、（不図示の）非常に細かい格子又は貫通孔のない管材の
形態の火炎減少器が想起され得る。
【００６２】
　火炎減少器２１の直径及び高さは、点火炎を制御する要素である。故に、選択された火
炎減少器２１の寸法、及び、孔の有無により、点火炎及び香水拡散の特性は異なる。
【００６３】
　拡散ヘッド２は、触媒式燃焼を提供する白金の如き貴金属から成る燃焼区域２ａと、貴
金属を欠く気化区域２ｂとから構成される（図１３及び図１４）。
【００６４】
　火炎減少器２１は基部１ｂの開口１８に嵌合することが意図された底部裾部２２を備え
ることから、基部１ｂは、火炎減少器２１、及び、それに組み合わされた拡散ヘッド２を
支持する。
【００６５】
　シール５と基部１ｂとの間に存在する空間２３ａは、火炎減少器２１を保持するための
装着の十分な深度、及び、上記材料の熱伝導に対するシール５の保護の両方を付与する、
と言うのも、空気は良好な断熱材だからである（図１５Ａ及び図１５Ｂを参照）。拡散ヘ
ッド２は、自身の内側に対する芯材６の頂端部の嵌合を可能にする内部キャビティ２４を
有している。拡散ヘッド２が芯材６の頂端部上に載置された後、該芯材６の該頂端部と拡
散ヘッド２との間には空間２５が提供され得る。この空間２５内における空気の存在によ
れば、炭化による芯材６の尚早な摩耗が防止され、拡散ヘッド２に対する液状の香り付き
燃料の拡散が制限され、且つ、揮発による香り付き燃料の拡散が促進される。これが何故
かと言えば、拡散ヘッド２における芯材６の貫通のレベルは、香り付き燃料の拡散の制御
を可能とする要因だからである。
【００６６】
　上記拡散器は、基部１ｂに嵌合し且つ特に該基部１ｂのショルダ１９により支持され得
るストッパ２６及び有孔取付け部材２０を備えている（図１６及び図１７を参照）。スト
ッパ２６（図１６参照）によれば、それが上記拡散器に対して固定されたときに該拡散器
から一切の酸素を奪うことにより、拡散ヘッド２における燃焼を停止させることが可能と
される。
【００６７】
　詰め替え品３ａをハウジング１内に挿入するためには、該詰め替え品３ａを格納するス
トッパ７が取り外されねばならない。すると、拡散段階同士の間において、詰め替え品３
ａに収容された燃料は芯材６とシール５における貫通孔１０とを通して揮発することがあ
る。但し、拡散段階同士の間における燃料の揮発は、詰め替え品３ａがハウジング１内に
挿入されたときに上記拡散器のストッパ２６を装着して該詰め替え品のシール閉塞を提供
することにより、防止され得る。
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【００６８】
　有孔取付け部材２０（図１７参照）は、上記拡散器が使用されるときに基部１ｂに対し
て固定されて拡散ヘッド２を保護する装飾要素である。基部１ｂに対して固定されること
により、有孔取付け部材２０は、高温の拡散ヘッド２を、上記拡散器の外部の材料から遮
断する付加的な安全要素を形成する。
【００６９】
　上記拡散器の第２実施形態に係る詰め替え品３ｂ（図１８参照）は、リザーバ２７と、
該リザーバを閉塞すべくバルブ・カップ２８により形成された手段と、織物芯材２９と、
該芯材２９を補強する手段と、格納ストッパ３１とから構成される。
【００７０】
　リザーバ２７は、熱の衝撃に耐える材料から成ると共に、香り付き燃料に対しても不活
性である。基壁部２７ａ及び側壁２７ｂから構成されることで、リザーバ２７は、側壁２
７ｂの自由縁部上に形成されたネック３３により境界付けられた開口３２を備える。
【００７１】
　バルブ・カップ２８は、リザーバ２７を閉塞すべく開口３２にて該バルブ・カップ２８
の捲縮を可能にすることが意図された横方向カラー２８ａを備えている。バルブ・カップ
２８はその中央にて、リング２８ｃを備えた貫通孔２８ｂを有し、該貫通孔２８ｂは上記
芯材２９の通過を可能にすることが意図される。
【００７２】
　芯材２９は、織物材料、好適には綿から形成される。芯材２９の第１端部２９ａは、リ
ザーバ２７内に載置されて燃料に浸漬されると共に、第２端部２９ｂは上記リザーバの外
部にある。芯材２９は、バルブ・カップ２８における貫通孔２８ｂを通り、該バルブ・カ
ップ上に保持される。
【００７３】
　織物芯材２９の第２端部２９ｂは、緊密に保持されるべく又は上記拡散器の上記拡散ヘ
ッドに含まれるべく十分に堅固であることから、それは、この実施例においては芯材取付
け部材３０である補強手段内に把持される。
【００７４】
　芯材取付け部材３０は、熱に対して非常に強い材料、好適には金属材料で構成される。
有孔構造を有することにより、芯材取付け部材３０は二群の突起部３４を備えている。リ
ザーバ２７上に自身が捲縮されたバルブ・カップ２８上に芯材２９を固定して維持するた
めに、芯材取付け部材３０の各アーム３０ａは、バルブ・カップ２８のリング２８ｃの頂
端部及び底端部に弾性係止することが意図された２本の突起部３４を備えている。この故
に、詰め替え品３ｂ内の燃料に手が届かず、該詰め替え品３ｂは開かれ得ない。
【００７５】
　詰め替え品３ｂのストッパ３１は、該詰め替え品３ｂの保存の間における燃料の一切の
揮発を防止すべく、芯材２９の密封遮断を行う内側裾部３１ａにより、芯材取付け部材３
０に嵌合する。
【００７６】
　詰め替え品３ｂは、格納ストッパ３１の取り外しの後でハウジング１内に挿入される。
【００７７】
　ハウジング１は、詰め替え品３ｂのリザーバ２７が挿入される本体１ａを備えている。
該本体１ａは、円周リング３６により境界付けられる貫通孔を自身の中央部分に有するカ
バー３５を備えている。円周リング３６は、拡散ヘッド３８に対する支持要素として作用
する。これが何故かと言えば、拡散ヘッド３８は、一切の側方移動を防止する円周リング
３６内に挿入されるからである。詰め替え品３ｂが存在すると、拡散ヘッド３８の底部は
該詰め替え品３ｂの芯材２９の頂端部に着座する。変更例において拡散ヘッド３８は、詰
め替え品３ｂのカバーのリング２８ｃの自由縁部に着座する（不図示）。
【００７８】
　カバー３５の変更例は、上記拡散器内に詰め替え品３ｂが不在であるときに上記拡散ヘ
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ッドを支持するショルダ３９を自身の自由端部に備えたリング３６に対する底部延長部３
７を備えている（図２１を参照）。
【００７９】
　リング３６には、該リング３６の自由縁部からその基部まで延在する２本の螺旋溝３９
が刳り抜かれている。上記拡散ヘッドとカバー３５のリング３６との間においては、火炎
減少器４０が摺動する。火炎減少器４０は、孔４０ａと、該火炎減少器４０を回転すると
その垂直な平行移動が引き起こされるように、溝３９に沿い摺動することが意図された２
本の突起部４０ｂとを備えている。
【００８０】
　故に、拡散ヘッド３８に従い火炎減少器４０の高さを調整することにより、ユーザは点
火炎の強度を減少させ得る。
【００８１】
　詰め替え品３ｂを固定化すべく、且つ、本体１ａ上へのカバー３５の良好な固定を保証
すべく、該カバー３５と本体１ａとの間にはシール４１が配備され得る。
【００８２】
　上記拡散器はまた、燃焼を停止させるためのカバー、及び、拡散ヘッド３８に対するユ
ーザの一切の接触を防止するための有孔取付け部材の両方の役割を果たすカバー４２も備
えている。
【００８３】
　カバー４２はリング３６に沿い摺動し、該リング上に掛止具の如き固定手段により保持
される。カバー４２は、一方が他方内に挿入された２つの有孔要素４３及び４４で構成さ
れる。内側の有孔要素４３は、各有孔要素４３及び４４における貫通孔をオフセットさせ
るべく該有孔要素４３が外側の有孔要素４４に対して回転駆動されることを可能とする舌
部４３ａを備えている。カバー４２における各貫通孔を遮断することにより、ユーザは、
一切の空気取入を防止することで拡散ヘッド３８における燃焼を停止させ得る。
【００８４】
　本発明は、例示的にのみ上述された。当業者であれば、本発明の範囲から何ら逸脱せず
に、本発明の種々の変更例を実現し得る立場に在る。
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